
 

無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文 

 
○
無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 

行 

（
適
用
の
範
囲
） 

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
九 

こ
の
節
の
規
定
は
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の

う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
又
は
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
放
送
局
の
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
カ
メ
ラ
の
出
力
端
子
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線

及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
映
像
送
信
設
備
、
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
増
幅
器
又
は
録

音
再
生
装
置
の
出
力
端
子
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡

線
を
除
く
。
）
の
音
声
送
信
設
備
、
デ
ー
タ
信
号
送
出
装
置
か
ら
送
信
空
中
線

ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
及
び
関
連
情
報

送
出
装
置
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）

の
無
線
設
備
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十 

（
略
） 

（
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
等
か
ら
の
影
響
） 

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
の
二 

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
九
に
掲
げ
る
無
線

設
備
は
、
当
該
無
線
設
備
と
有
線
電
気
通
信
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
九
十

六
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
に
係
る
有
線
電
気
通
信
設
備
、
同
条

第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
有
線
電
気
通
信
設
備
、
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
に
係

る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
又
は
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
施
行
規
則

（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
五
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
有
線
役
務
利

用
放
送
設
備
（
い
ず
れ
も
無
線
設
備
を
構
成
す
る
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
等
」
と
い
う
。
）
と
を
接
続
す
る

場
合
は
、
当
該
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
等
か
ら
の
影
響
に
よ
り
電
気
的

特
性
に
変
更
を
来
す
こ
と
と
な
ら
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
一 

（
略
） 

（
適
用
の
範
囲
） 

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
九 

こ
の
節
の
規
定
は
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の

う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
又
は
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
放
送
局
の
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
カ
メ
ラ
の
出
力
端
子
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線

及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
映
像
送
信
設
備
、
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
増
幅
器
又
は
録

音
再
生
装
置
の
出
力
端
子
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡

線
を
除
く
。
）
の
音
声
送
信
設
備
、
デ
ー
タ
信
号
送
出
装
置
か
ら
送
信
空
中
線

ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
及
び
関
連
情
報

送
出
装
置
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）

の
無
線
設
備
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十 

（
略
） 

          

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
一 

（
略
） 

 


